
「予約制度」とは

解約予約制度

内容変更予約制度

ポイント①適用範囲

現在当社にご加入中のがん保険の解約もしくは内容変更と、終身がん保険（Ｃ２）（Ｃ３）の申込
を同時にお手続きのうえ、同時新契約として計上送付をいただくことにより、新契約が成立した時点で、新
契約の責任開始日の前日を解約もしくは内容変更の効力発生日として、保障を切れ目なく継続させる制
度です。

当社の主契約がん保険を解約して、
終身がん保険（Ｃ２）（Ｃ３）に同時申込する場合、
旧契約の解約効力発生日は新契約の責任開始日の前日に予約されます。

当社の主契約がん保険の内容変更（主契約を減額、もしくは特約解約）をして、
終身がん保険（Ｃ２）（Ｃ３）に同時申込する場合、
旧契約の内容変更効力発生日は新契約の責任開始日の前日に予約されます。

・当社のがん保険から解約・内容変更同時新契約を行う場合は必ず予約制度が適用されます。
（適用の可否は選択できません。）
・予約制度が適用となる保険種類はがん保険のみです。
【解約・内容変更予約の対象となる契約】
・終身がん保険（Ｃ２）（がん治療給付型）・終身がん保険（Ｃ３）（がん診断給付型）
・がん保険（2010） ・がん保険（０１）・年齢群団別がん保険
（日本火災パートナー生命・興亜火災まごころ生命・日本興亜生命のご契約を含みます）

ポイント②書き方・提出方法

・解約・内容変更予約制度を利用する際は、
請求書の「予約」欄に必ず「○」印を記入したうえで、申込番号を記入してください。
（複数契約を同時に解約予約とすることも可能です。）
・ペーパーレス手続きを利用して予約申込を行う場合は「解約予約」「内容変更予約」を選択してください。

※本資料は社員・代理店研修用資料です。そのため募集資料として使用できません。
※制度内容の詳細は研修資料をご覧ください。

代理店研修資料
（募集時の使用厳禁）
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予約制度をおさらいしよう！

がん特約を付帯した医療保険や、
特定疾病保障保険からの

解約・内容変更同時新契約は
予約制度は適用されないポン

必ず請求書に〇して、
新契約書類と一緒に送るポン裏面で様々なケースを

確認してみましょう！



１.がん保険→ がん保険、医療保険

２.がん保険→ 医療保険・がん特約

３.がん保険･先進医療特約→ 医療保険･先進医療特約、がん保険

４.がん特約→ がん保険

終身がん保険（Ｃ２）（Ｃ３）がん保険

乗換え前 乗換え後

医療保険

乗換え前 乗換え後

がん保険
がん特約

がん保険

乗換え前 乗換え後

終身がん保険（Ｃ２）（Ｃ３）

医療保険

医療保険

先進医療特約

先進医療特約

医療保険

乗換え前 乗換え後

終身がん保険（Ｃ２）（Ｃ３）
がん特約
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①解約予約
②新契約（通常）

がん保険の予約制度が
優先されるため、

医療保険は新契約（通常）
になるよ

①解約新契約
※予約制度は利用できません。

①解約予約
②内容変更新契約

①新契約（通常）
②内容変更（通常）

新契約が医療保険だから
内容変更予約は使えないよ

解約予約だけでは
先進医療保障が重複
してしまうよ。
内容変更新契約の
お手続きを忘れずに！

医療保険は予約制度は適用外！
新契約の責任開始に合わせて
特約解約の提出が必要です。

こんな時はどうする！？予約制度！
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既契約保障期間 新契約保障期間 お手続きのタイミング
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